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【契約書別紙】介護老人福祉施設サービス利用重要事項説明書  

＜令和７年４月１日現在＞ 

 

１ 当施設が提供するサービスについての相談窓口  

   電話 ０５２－６０１－９６２１（午前９時３０分～午後４時まで） 

   担当 生活相談員 

    ※ご不明な点がございましたら遠慮なくお尋ね下さい。  

 

２ 特別養護老人ホーム東海の里概要  

 (1) 提供できるサービスの種類  

施設名称 特別養護老人ホーム東海の里  

所在地 東海市富木島町藤ノ棚１番地の１  

介護保険指定番号 介護老人福祉施設（愛知県２３７４１００１５０号） 

 

 (2) 同施設の職員体制 

職種 員数 

管理者 １名 

医師 １名以上 

生活相談員 １名以上 

介護職員 ３１．０名以上 

看護職員 ３．０名以上 

機能訓練指導員 １名以上 

栄養士または管理栄養士 １名以上 

介護支援専門員 １名以上 

事務員 １名以上 

 

 (3) 同施設の設備の概要  

定員 １００名（空床型短期入所併設） 静養室 １室 １床 

居 

室 

４人部屋 ２０室（１室３６．０㎡）  医務室 １室 

１人部屋 ２０室（１室１２．０㎡）  食堂 １室 

浴室 一般浴槽及び特殊浴槽 機能訓練室 １箇所 

 

３ サービス内容 

 (1) 居室 

   ４人部屋又は１人部屋のご利用となります。  

 (2) 食事 

   原則、食堂にて喫食していただきます。  

    朝食 午前７時２０分から午前８時４５分  

    昼食 午前１１時２０分から午後０時３０分  

    夕食 午後５時５０分から午後６時３０分  
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 (3) 入浴 

   週に最低２回入浴していただきます。ただし、健康状態に応じ、部分  

  浴又は清拭となる場合があります。  

 (4) 介護 

   施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。  

  着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換及び  

  施設内の移動の付添い等  

 (5) 生活相談 

   生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。 

 (6) 健康管理 

   嘱託医、看護職員等が、健康管理を行います。痰の吸引が必要な場合  

  は、嘱託医の指導のもと、看護職員と介護職員が協働して行います。ま  

  た、健康診断を年１回行うと共に、毎週１回嘱託医による診察又は健康  

  相談を受けることができます。  

 (7) 理容サービス 

   理容師及び美容師の出張による、理美容サービスをご利用いただけま  

  す。料金は別途かかります。  

 (8) 行政手続代行 

   行政手続の代行を施設にて受け付けます。ご希望の際は職員にお申し  

  出下さい。ただし、手続に係る経費はその都度お支払いいただきます。 

 (9) 書類の管理 

   原則、当施設に送付される利用者宛の書類については、管理上開封さ  

  ていただきます。 

 (10) 所持品の保管 

    居室のスペースに置くことのできない所持品を保管室にて預かり  

   ます。ただし、預かることのできる所持品には、制限があります。  

 (11) 行事 

    当施設では、年６～７回、利用者に季節を感じていただく行事を行  

   います。行事によっては別途参加費がかかるものもございます。詳し  

   くは毎月の月間予定表をご覧下さい。  

 (12) 金銭管理 

    預かり金の管理、年金の受取、介護保険料等税金の納付及び当施設  

   への利用料の支払等金銭の管理（保管）をさせていただきます。詳細  

   は、次のとおりです。  

    管理する金銭等の形態 指定する金融機関の預金通帳に預け入れ  

              ているものを施設で管理します。 

    お預かりするもの   上記預金通帳と通帳印  

               （原則として１つ） 

    保管場所       通帳は中金庫、印鑑は大金庫 

    保管管理者      施設長が責任を持って管理します。  

    出納方法       「東海の里入所者預かり金等管理要領」の  

              定めるところによる。  

    金銭管理費       １月につき１，０００円をいただきます。 
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４ 利用料金 

 (1) 基本料金 

  ア 介護保険サービス費  

要介護度 
１日あたりの自己負担額 

個室 多床室 

要介護１ ５８９単位 ５８９単位 

要介護２ ６５９単位 ６５９単位 

要介護３ ７３２単位 ７３２単位 

要介護４ ８０２単位 ８０２単位 

要介護５ ８７１単位 ８７１単位 

 

イ 加算料金 

   (ｱ) 全員対象となる加算（体制加算） 

日常生活継続

支援加算（Ⅰ） 
３６単位／日 

「新規」入所者のうち、重度者や認知

症高齢者が一定割合以上であり、入所

者数に対し介護福祉士を一定割合以上

配置している場合の加算です。  

看護体制加算

（Ⅰ） 
４単位／日 

入所者の重度化等に伴う医療ニーズに

対応する観点から、常勤の看護師を１

名以上配置している場合の加算です。  

看護体制加算

（Ⅱ） 
８単位／日 

入所者の重度化等に伴う医療ニーズに

対応する観点から、基準を上回る看護

職員の配置や、他の医療機関等の看護

職員との連携により２４時間の連絡体

制を確保している場合の加算です。  

夜勤職員配置

加算（Ⅲ） 
１６単位／日 

夜勤を行なう介護職員数が基準を上回

り、夜勤時間帯を通じて看護職員の配

置又は喀痰吸引等の実施ができる介護

職員を配置している場合の加算です。  
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高齢者施設等

感染対策向上

加算（Ⅰ） 

１０単位／月 

施設内での感染症対策を強化し、入所

者の安全を確保するための取り組みで

す。また、高齢者施設で感染症が発生

した場合に療養を行う医療機関との連

携や、他の入所者への感染拡大を防止

するための取り組みに対する加算で

す。 

高齢者施設等

感染対策向上

加算（Ⅱ） 

５単位／月 

協力医療機関

連携加算 

令和７年３月まで 

１００単位／月 

 

令和７年４月以降 

５０単位／月 

施設と医療機関の連携を強化し、入所

者の安全と健康を守るための取り組み

です。介護施設と協力医療機関との間

で入所者の病歴や健康情報を共有し、

定期的な会議を通じて連携を強化する

ことに対する加算です。 

安全対策体制

加算 
２０単位／回 

外部の研修を受けた担当者が配置さ

れ、施設内に安全対策部門を設置し、

組織的に安全対策を実施する体制が整

備されていることから、入所時に１回

を限度として算定される加算です。  

介護職員等処

遇改善加算

（Ⅰ） 

基本単位＋加算単

位の１，０００分

の１４０に相当す

る単位数 

介護職員の処遇改善のために使用され

る加算です。  

 

   (ｲ) 利用に応じて対象となる加算  

個別機能訓練

加算（Ⅰ） 
１２単位／日 

機能訓練指導員・看護職員・介護職員・

生活相談員その他の職種の者が共同し

て、利用者様毎に機能訓練計画を作成

し、それに基づいて機能訓練を実施し

た場合の加算です。 

若年性認知症

入所者受入加

算 

１２０単位／日 
若年性認知症入所者に対してサービス

を提供した場合の加算です。  

配置医師緊急

時対応加算 

３２５単位／回 時間外 
施設と医師の連携を強化し、

入所者の安全を確保するた

めの取り組みです。介護施設

において入所者が急変した

際に、配置医師が迅速に対応

できる体制を整備し、入所者

の安全と健康を守ることに

対する加算です。 

６５０単位／回 
早朝・ 

夜間 

１，３００単位／

回 
深夜 



5 

 

看取り介護加

算（Ⅰ） 

７２単位 死亡日４５日前～３１日前  
施設に

おいて

看取り

介護を

行なっ

た場合

の加算

です。 

１４４単位 死亡日３０日前～４日前 

６８０単位 死亡日前々日・前日 

１２８０単位 死亡日 

初期加算 ３０単位／日 

入所した当初には、施設での生活に慣

れるために様々な支援を必要とするこ

とから、入所日から３０日間に限って

加算されます。 

外泊時費用 ２４６単位／日 

病院への入院や居宅へ外泊をした時

の、１日の利用料となります。（月６

日まで） 

退所前後訪問

相談援助加算 
４６０単位／回 

退所後生活する居宅を訪問し、退所後

の居宅サービス等について相談援助を

行った場合の加算です。 

退所時相談援

助加算 
４００単位／回 

退所後の居宅サービス等について相談

援助を行い、かつ、退所の日から２週

間以内に退所後の居宅地を管轄する市

町村及び老人介護支援センターに対し

て、必要な情報を提供した場合の加算

です。 

退所前連携加

算 
５００単位／回 

居宅サービス又は地域密着型サービス

に必要な情報を提供し、かつ、当該指

定居宅介護支援事業者と連携して退所

後の居宅サービス又は地域密着型サー

ビスの利用に関する調整を行った場合

の加算です。 

退所時情報提

供加算 
２５０単位／回 

医療機関に入院する場合において、当

該医療機関に対して入所者の心身の状

況、生活歴等の情報を提供し紹介を行

った場合の加算です。 

※退所の手続きを行わない場合におい

ても算定されます。 

※ 退所時相談 

   介護認定の更新で自立又は要支援と判定された方は、契約が終了とな  

  りますので、お早めにご相談下さい。 
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  ウ 自己負担金額 

    １単位の金額は、１０．１４円です。  

    自己負担額は、単位数に１０．１４円を乗じた金額の１割、２割又  

   は３割です。負担割合については介護保険負担割合証に記載してあり  

   ます。なお、負担割合についてご不明な点は、保険者までお尋ねくだ  

   さい。 

 (2) 介護保険対象外の料金  

  ア 食費 

    １日当り１，４４５円  

  イ 居住費 

    多床室 １日当り９１５円   個室 １日当り１，２３１円 

  ウ 介護保険給付外サービス費  

    別紙介護保険給付外サービス料金表を参照ください。利用者又は代  

   理人（身元引受人）の希望によりサービスを受ける事ができます。サ  

   ービスを受ける際には、別途お申し込みが必要です。  

 (3) 食費及び居住費の減免措置  

   介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、認定証に記載された金額  

  が１日当たりの食費及び居住費の額となります。  

 (4) 支払方法 

   毎月、１０日までに前月分の入所に係る利用料金を請求します。支払  

  方法は、毎月２０日までに施設の指定金融機関で口座振替とします。利  

  用料金の収入の確認後、領収証を発行します。  

 

５ 入退所の手続 

 (1) 入所手続 

   入所と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。  

 (2) 退所手続 

  ア 利用者のご都合で退所される場合 

    退所を希望する日の３０日前までにお申し出下さい。  

  イ 次の場合は、自動的にサービスを終了いたします。  

   (ｱ) 利用者が要介護認定の更新で非該当（自立）並びに要支援１・要  

    支援２と認定された場合  

   (ｲ) 利用者が要介護認定の更新で要介護１・要介護２と認定され、特  

    例入所要件に該当しない場合  

   (ｳ) 利用者が他の介護施設に入所した場合  

   (ｴ) 利用者がお亡くなりになった場合 

  ウ その他 

   (ｱ) 利用者が、サービス利用料金の支払を２か月以上遅延し、料金を  

    支払うよう催告したにも係らず１４日以内に支払わない場合、又は  

    利用者や代理人（身元引受人）等が当施設との本契約を継続し難い  

    ほどの背信行為を行った場合は、退所していただく場合がございま  

    す。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知いたします。  

   (ｲ) 利用者が病院又は診療所に入院し、８日間経過した場合、契約を  

    終了させていいただきます。ただし、３か月以内に退院し、再入所  
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    を希望される場合は、居室に空きがあれば再度契約を結び入所する  

    ことができます。 

   (ｳ) やむを得ない事情により、当施設を閉鎖又は縮小する場合は、契  

    約を終了し退所していただく場合がございます。この場合、契約終  

    了３０日前までに文書で通知いたします。  

 

６ 当施設のサービスの特徴等  

 (1) 運営の方針 

  ア 事業者は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、在宅復帰を念  

   頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上  

   の便宜の供与、その他の日常生活の世話、機能訓練、健康管理を行う  

   ことにより、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営  

   むことができるよう援助します。  

  イ 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立  

   ち日常生活に必要な援助、介護サービスを行います。  

  ウ 事業者は、充実した入所生活を送っていただくため、レクリエーシ  

   ョンをはじめ、四季を通じたさまざまな行事を行います。  

  エ 事業の実施にあたり、他の保健医療提供者及び福祉サービス提供者  

   との連携を図り、利用者の継続的統一的な介護サービスの提供に努め  

   ます。 

 (2) 施設利用に当たっての留意事項  

  ア 面会 

    面会者は、指定の面会簿に記入し、面会時間を遵守して下さい。面  

   会時間は、緊急時を除き９時から２０時となります。  

  イ 外出、外泊 

    外出、外泊の際には、必ず行先と帰宅時間を職員に申し出て所定の  

   書類にご記入下さい。  

  ウ 喫煙、飲酒 

    利用者は、喫煙及び飲酒はご遠慮下さい。  

  エ 設備、器具の利用 

    施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。こ  

   れに反したご利用及び故意により破損等が生じた場合は、賠償をして  

   いただきます。 

  オ 金銭、貴重品の管理  

    お預かりした物品以外の責任は負いかねます。  

  カ 所持品の持ち込み 

    各居室に備え付けのタンスに収まる程度とします。  

  キ 電気器具の持ち込み  

    原則としてご遠慮下さい。ただし、施設管理者が認めた場合はこの  

   限りではありません。その場合においても、使用料は実費負担となり  

   ます。また、これに起因する事故等についての責任は負いかねます。 

  ク 協力医療機関、東海市内以外の受診 

    原則として代理人（身元引受人）等でお願いいたします。ただし、 

   施設に依頼される場合は有料となります。  
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  ケ 宗教、政治活動等 

    施設内で他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び物品等の販売  

   はご遠慮下さい。 

  コ ペット 

    施設内へのペットの持ち込み及び飼育はできません。  

 

７ 緊急時の対応方法 

  利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を  

 講ずる他、原則代理人（身元引受人）へ速やかにご連絡いたします。  

緊

急

連

絡

先 

ふりがな 

氏名 

 

住所 
 

電話番号 
自宅         携帯          

職場 

続柄 
 

 

８ 非常災害対策 

 (1) 防災時の対応 

   「特別養護老人ホーム東海の里消防計画」により対応  

 (2) 防災設備 

   スプリンクラー、自動火災報知器、屋内消火栓、非常通報装置、非常  

  用電源、防火扉等完備  

 (3) 防災訓練 

   別途定める「特別養護老人ホーム東海の里消防計画」により避難訓練  

  等を実施します。 

 (4) 防火責任者 

   施設長 中村 和生 

 

９ サービス内容に関する相談・苦情  

 (1) 当施設利用者相談・苦情担当  

   担当 生活相談員  電話 ０５２－６０１－９６２１ 

 (2) 知多北部広域連合事業課  

   東海市荒尾町西廻間２番地の１(東海市しあわせ村内 ) 

   電話 ０５２－６８９－２２６３  

 (3) 東海市役所高齢者支援課  

   東海市荒尾町西廻間２番地の１  

   電話 ０５２－６８９－１６００  

 (4) 大府市役所高齢障がい支援課  

   大府市中央町五丁目７０番地  

   電話 ０５６２－４５－６２８９  
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 (5) 知多市役所長寿課 

   知多市緑町１番地 

   電話 ０５６２－３６－２６５２  

 (6) 東浦町役場ふくし課  

   東浦町大字緒川字政所２０番地  

   電話 ０５６２－８３－３１１１  

 (7) 国民健康保険連合会  

   名古屋市東区泉一丁目６番５号 国保会館南館７階 

   愛知県国保連合会介護福祉課内 苦情相談室 

   電話０５２－９７１－４１６５  

 

１０ 嘱託医 

 (1) 内科、外科等 

医療法人の名称 医療法人贈恩会 

医療機関の名称 小嶋病院 

嘱託医 久野 一典 

 住所 東海市大田町後田１１２０番地 

 電話番号 ０５６２－３２－２１４５  

 診療科目 内科 

 (2) 心療内科 

医療機関の名称 中村医院眼科内科 

嘱託医 水野 真一 

所在地 東海市養父町二丁目３７番地  

電話番号 ０５６２－３２－２４３７  

診療科目 心療内科 

 

１１ 協力医療機関 

 (1) 内科、外科等 

医療機関の名称 小嶋病院 

院長名 小嶋 真一郎 

所在地 東海市大田町後田１１２０番地 

電話番号 ０５６２－３２－２１４５  

診療科目 内科・消化器科・循環器科・胃腸科・泌尿器科  

外科・整形外科・形成外科・脳神経外科  

小児科・眼科・理学診療科・美容外科  

救急指定の有無 有り 

 (2) 内科、整形外科等 

医療機関の名称 知多小嶋記念病院 

院長名 外畑 巖 

所在地 知多市新知字永井２番地の１  

電話番号 ０５６２－５４－２３３３  

診療科目 内科・整形外科・外科・眼科  

救急指定の有無 無し 
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 (3) 精神科等 

医療機関の名称 大府病院 

院長名 岡田 寿夫 

所在地 愛知県知多郡東浦町大字森岡字上源吾１番地  

電話番号 ０５６２－８３－３１６１  

診療科目 精神科・神経科・内科 

救急指定の有無 無し 

 (4) 歯科 

医療機関の名称 阿知波歯科医院 

院長名 阿知波 恒仁 

所在地 東海市養父町二丁目２６番地 

電話番号 ０５６２－３３－０４５６  

診療科目 歯科 

救急指定の有無 無し 

 

１２ 協力訪問看護ステーション  

名称 訪問看護ステーションかなりや 

管理者 川口 真記 

所在地 
東海市加木屋町東島田３－２０  

メゾン島田１０２号 

電話番号 ０５６２－３８－５３６１ 

 

１３ 当法人の概要 

   名称・法人種別     社会福祉法人東海 

   法人所在地・電話番号  東海市富木島町藤ノ棚１番地の１  

               ０５２－６０１－９６２１  

   定款の目的に定めた事業 介護老人福祉施設事業    １箇所 

               短期入所生活介護事業    １箇所 

 

１４ 第三者による評価の実施状況  

第三者による評価の

実施状況 

１ あり 
実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり ２ なし 

２ なし   
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  令和  年  月  日 

 

 

 介護老人福祉施設入所にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づ

いて重要な事項を説明しました。  

 事業者 

  名称      特別養護老人ホーム東海の里  

  所在地     東海市富木島町藤ノ棚１番地の１  

  管理者     施設長   中村 和生     印 

 

  説明者     所属 

 

          氏名             印 

 

 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての

重要事項の説明を受け、了承しました。  

  利用者 

   住所     東海市富木島町藤ノ棚１番地の１  

          東海の里 

 

   氏名                      印 

 

  代理人（身元引受人）  

   住所 

    

   氏名                      印 

    

   続柄 
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別紙  

特別養護老人ホーム東海の里  

 

介護保険給付外サービス料金表  

品目  単位  料金  

(1)日常生活用品費  

歯ブラシ  

歯磨き粉  

入れ歯洗浄剤  

 

 

ティッシュペーパー  

その他の日常生活用品  

（タオル、寝具等で利用者様が施設

でご用意した物以外を希望した場合。）  

 

１本  

１本  

１個  

１箱（48 錠入）  

１箱（120 錠入）  

１箱  

 

１７０円  

１７０円  

１０円  

４２０円  

８２０円  

１００円  

実費  

(2)おやつ代  

１５時のおやつ代です。誕生日会な

ど行事のおやつ代も含みます。  

１日  １００円  

(3)教養娯楽費  

レクリエーションで使用する材料費

です。  

１回  実費  

(4)衛生材料費  

（たん吸引が必要な利用者様のたん

吸引用チューブ代金）チューブ代、消

毒代を含む  

１本  ５０円  

(5)クラブ参加費  

参加するクラブによって異なりま

す。（外出時等の昼食代、おやつ代の実

費です。）  

１回  実費  

(6)喫茶費  

毎週土曜日の午前中及び月に１回  

日曜日に実施。  

１回  １００円  

(7)金銭管理費  

各種支払い、入出金など、預かり金

の管理費です。  

１月  １，０００円  

(8)行政手続き代行費  

役所へ申請等、行政手続きの代行を

行った時の費用です。  

介護保険関係及び、入所時の手続き

は除きます。  

１件  ５００円  

(9)買い物代行費  

本人の希望による買い物を代行した

時の費用です。  

１件  ５００円  
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品目  単位  料金  

(10)クリーニング代行費  

本人の希望でクリーニング店への取

りつぎを代行した時の費用です。  

１件  ５００円  

(11)複写サービス  

サービス提供の記録等、本人又は家

族の希望により複写を行った時の費用

です。紙代を含みます。  

１枚  １０円  

(12)写真現像サービス（施設印刷）  

施設のカラープリンターで印刷をし

ます。印画紙代を含みます。  

１枚  ２０円  

(13)証明書発行手数料  １件  １００円  

(14)理美容代（カット及び顔そり）  

施設が依頼する業者での対応になり

ます。  

１回  ２，０００円  

(15)理美容代（カットのみ）  

施設が依頼する業者での対応になり

ます。  

１回  １，８００円  

(16)電気機器使用料金  

個人的に使用するテレビ、電気毛布

などの使用料金です。  

１製品１日につき  

テレビ  １台  

電気毛布 １枚  

その他電気機器  

１０Ｗ当たり  

 

４０円  

６０円  

 

２０円  

(17)病院受診付き添い費  

協力医療機関、東海市内の病院を除

きます。  

１回 ２時間まで  ５，０００円  

(18)病院受診付き添い費（延長）  ２時間を超えた場

合３０分につき  

１，５００円  

(19)部屋維持料（個室）  

７日間を超えて入院した場合に、お

部屋（個室）を維持するための費用で

す。  

１日  １，２３１円  

(20)部屋維持料（多床室）  

７日間を超えて入院した場合に、お

部屋（多床室）を維持するための費用

です。  

１日  ９１５円  

 


